
他市町村の地域密着型通所介護事業所を利用している場合の利用継続可否について 

H28.3.31   H28.4.1 以降   H28.7.1 

▼           ▼        ▼

例１ 

例２

例３

要介護 （みなし指定） 

契約が終了するまでは引き続き利用可能。 

事業所は、みなし指定による他市町村の被保険者が

全て利用終了した場合は、当該市町村に廃止届を提出

する。 

※みなし指定をもつ利用者は、その後、要支援認定期

間があっても、利用契約が継続している限りは、引き

続き事業所を利用可能。 

区分変更により要介護要支援

事業所所在地市町村の同意がある場合は、保険者

による事業所指定にて引き続き利用可能。事業所は

保険者に指定申請の手続が必要。 

要支援 区分変更により要介護 

平成28年3月31日時点で要支援認

定で事業所を利用開始、平成28年 4

月 1日以降に要介護に区分変更された 

平成 28 年 3 月 31 日時点で要介護認定

で事業所を利用開始していた 

※平成 28 年 3 月 31 日時点で他市町村の地域密着型通所介護事業所を利用していても、一度退所した場合、当該事業所

を再度利用することはできません。 

※大野城市の被保険者である要支援の人が通所介護事業所を利用するには、当該事業所が大野城市介護予防・日常生活支援

総合事業の指定（平成27年 3月３１日までに開設した事業所においてはみなし指定）を受けていることが必要です。 

※申請時に要介護１以上となる恐れがある場合は事前に相談すること。

 要介護１以上になった時点から利用不可。 

 この例では、要介護１以上の認定を受けた後

も利用を続けていた場合、平成28年 7月 1日

以降の利用について給付費は支払われない。 

平成28年4月1日以降に要支援認定で事業所を利用開始、更新又

は変更申請等により平成28年７月１日から要介護認定に区分変更

された 

要支援 


